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(57)【要約】
　窒化ガリウム材料領域を含む半導体材料、及びこのよ
うな構造と関連する方法が提供される。前記半導体構造
は前記構造の中に形成される歪み吸収層を含む。前記歪
み吸収層は前記基板（例えばシリコン基板）と上部層の
間に形成されてよい。前記歪み吸収層が非常に薄く、非
晶質構造を有し、窒化ケイ素からなる材料から形成され
ることが好ましい場合がある。前記歪み吸収層は、他の
優位点の中で、他の上部層（たとえば窒化ガリウム材料
領域）における他の種類の欠陥の形成を制限する、上部
層（例えば、窒化物からなる材料層）において形成され
るミスフィット転位数を削減できる。したがって、歪み
吸収層の存在は、素子性能の改善につながることがある
窒化ガリウム材料領域の質を改善できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面を有するシリコン基板と、
　前記基板の前記上面の大部分を覆う非晶質窒化ケイ素からなる材料層と、
　前記窒化ケイ素からなる材料層上に形成される窒化物からなる材料の上部層とを備える
半導体構造。
【請求項２】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が実質的に前記基板の上面全体を覆う請求項１に記載の
構造。
【請求項３】
　前記窒化ケイ素からなる材料層がＳｉＮからなる請求項１に記載の構造。
【請求項４】
　前記上部層が単結晶である請求項１に記載の構造。
【請求項５】
　前記上部層が約７００℃より高い温度で形成される請求項１に記載の構造。
【請求項６】
　前記上部層が窒化ケイ素からなる材料層の上にじかに形成される請求項１に記載の構造
。
【請求項７】
　前記上部層が窒化アルミニウムからなる材料からなる請求項１に記載の構造。
【請求項８】
　前記上部層が前記基板とのエピタキシャル関係を有する請求項１に記載の構造。
【請求項９】
　前記上部層が窒化ガリウム材料合金からなる請求項１に記載の構造。
【請求項１０】
　前記上部層に濃度勾配がある請求項１に記載の構造。
【請求項１１】
　前記上部層一面に形成される遷移層をさらに備える請求項１に記載の構造。
【請求項１２】
　前記遷移層に濃度勾配がある請求項１１に記載の構造。
【請求項１３】
　濃度勾配している前記遷移層が上部層の上にじかに形成される請求項１２に記載の構造
。
【請求項１４】
　濃度勾配している前記遷移層がＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎからなり、Ｘは前記遷移層の背
面から前記遷移層の前面へ減少する請求項１２に記載の構造。
【請求項１５】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が１００オングストローム未満の厚さを有する請求項１
に記載の構造。
【請求項１６】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が１０オングストロームより大きい厚さを有する請求項
１に記載の構造。
【請求項１７】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が約１０オングストロームと約５０オングストロームの
間の厚さを有する請求項１に記載の構造。
【請求項１８】
　前記基板が約１２５ミクロンより大きい厚さを有する請求項１に記載の構造。
【請求項１９】
　前記上部層一面に形成される窒化ガリウム材料領域をさらに備える請求項１に記載の構
造。
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【請求項２０】
　前記上部層の欠陥が１ｃｍ２あたり約１０１０個未満というミスフィット転位密度を有
する請求項１に記載の構造。
【請求項２１】
　前記構造がＦＥＴである請求項１に記載の構造。
【請求項２２】
　上面を含むシリコン基板と、
　１００オングストローム未満の厚さを有し、前記基板の上面の大部分を覆う窒化ケイ素
からなる材料層と、
　前記窒化ケイ素からなる材料層に形成される単結晶窒化物からなる材料上部層とを備え
る半導体構造。
【請求項２３】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が非晶質構造を有する請求項２２に記載の構造。
【請求項２４】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が実質的に前記基板の前記上面全体を覆う請求項２２に
記載の構造。
【請求項２５】
　前記上部層が窒化アルミニウムからなる材料を備える請求項２２に記載の構造。
【請求項２６】
　前記上部層一面に形成される遷移層をさらに備える請求項２２に記載の構造。
【請求項２７】
　前記遷移層がＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎからなり濃度勾配がある遷移層であり、ｘが前記
遷移層の裏面から前記遷移層の前面へ増加する請求項２６に記載の構造。
【請求項２８】
　前記窒化ケイ素からなる材料層が１０オングストロームより大きい厚さを有する請求項
２２に記載の構造。
【請求項２９】
　前記基板が約１２５ミクロンより大きい厚さを有する請求項２２に記載の構造。
【請求項３０】
　前記上部層一面に形成される窒化ガリウム材料領域をさらに備える請求項２２に記載の
構造。
【請求項３１】
　前記上部層の欠陥が１ｃｍ２あたり約１０１０個未満というミスフィット転位密度を有
する請求項２２に記載の構造。
【請求項３２】
　上面を含むシリコン基板と、
　前記シリコン基板の実質的に前記上面全体を覆い、１００オングストローム未満の厚さ
を有する非晶質窒化ケイ素からなる材料層と、
　前記非品質窒化ケイ素からなる材料層の上に形成され、濃度が勾配している遷移層と、
　前記遷移層の上に形成される窒化ガリウム材料領域とを備える半導体構造。
【請求項３３】
　半導体材料領域と、
　前記半導体材料領域の上に形成される歪み吸収層と、
　前記歪み吸収層の上にじかに形成される窒化物からなる材料層におけるミスフィット転
位密度が１ｃｍ２あたり約１０１０欠陥未満である前記窒化物からなる材料層とを備える
半導体構造。
【請求項３４】
　前記半導体材料領域が基板である請求項３３に記載の構造。
【請求項３５】
　前記基板が実質的に平面的である請求項３４に記載の構造。
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【請求項３６】
　前記基板がケイ素である請求項３３に記載の構造。
【請求項３７】
　前記基板が炭化ケイ素である請求項３３に記載の構造。
【請求項３８】
　前記ミスフィット転位密度が１ｃｍ２あたり約１０８欠陥未満である請求項３３に記載
の構造。
【請求項３９】
　前記ミスフィット転位密度が１ｃｍ２あたり約１０５欠陥未満である請求項３３に記載
の構造。
【請求項４０】
　前記ミスフィット転位密度が１ｃｍ２あたり約１０２欠陥未満である請求項３３に記載
の構造。
【請求項４１】
　前記歪み吸収層が窒化ケイ素からなる材料を備える請求項３３に記載の構造。
【請求項４２】
　前記窒化ケイ素からなる材料が非晶質構造を有する請求項４１に記載の構造。
【請求項４３】
　前記窒化物からなる材料層が窒化アルミニウム材料からなる材料を備える請求項３３に
記載の構造。
【請求項４４】
　前記窒化物からなる材料層が窒化ガリウム材料からなる材料を備える請求項３３に記載
の構造。
【請求項４５】
　前記窒化物からなる材料層に濃度勾配がある請求項３３に記載の構造。
【請求項４６】
　前記窒化物からなる材料層一面に形成される窒化ガリウム材料領域をさらに備える請求
項３３に記載の構造。
【請求項４７】
　前記窒化ガリウム材料領域と前記窒化物からなる材料層との間に形成され、濃度が勾配
している遷移層をさらに備える請求項４６に記載の構造。
【請求項４８】
　前記歪み吸収層が１００オングストローム未満の厚さを有する請求項３３に記載の構造
。
【請求項４９】
　前記歪み吸収層が１０オングストロームより大きい厚さを有する請求項３３に記載の構
造。
【請求項５０】
　前記基板が約１２５ミクロンより大きい厚さを有する請求項３３に記載の構造。
【請求項５１】
　前記歪み吸収層が実質的に平面的である請求項３３に記載の構造。
【請求項５２】
　前記半導体材料領域が下部層である請求項３３に記載の構造。
【請求項５３】
　前記半導体材料領域が窒化ガリウム材料を備える請求項３３に記載の構造。
【請求項５４】
　前記半導体材料領域が窒化アルミニウムからなる材料を備える請求項３３に記載の構造
。
【請求項５５】
　前記半導体材料領域が、前記窒化物からなる材料層とは異なる材料を備える請求項３３
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に記載の構造。
【請求項５６】
　前記半導体材料領域が前記窒化物からなる材料層とは異なる結晶構造を有する請求項３
３に記載の構造。
【請求項５７】
　反応室内にシリコン基板を提供することと、
　前記反応室の中に窒素源を導入し、非晶質窒化ケイ素からなる材料層を形成することと
、
　前記反応室の中に第２のソースを導入し、前記窒化ケイ素からなる材料層の上に窒化物
からなる材料の上部層を形成することと、
を備える半導体構造を形成する方法。
【請求項５８】
　前記窒素源が前記室内に導入されると、前記反応室内の前記温度が約１０００℃と約１
１００℃の間である請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記窒素源が前記室内に導入されると、前記反応室内の前記圧力が約２０トールと約４
０トールの間である請求項５７に記載の方法。
【請求項６０】
　前記窒素源がアンモニアである請求項５７に記載の方法。
【請求項６１】
　前記窒素源が前記シリコン基板と反応し、窒化ケイ素からなる材料層を形成する請求項
５７に記載の方法。
【請求項６２】
　前記第２のソースがアルミニウム源を備える請求項５７に記載の方法。
【請求項６３】
　前記アルミニウム源が前記窒素源と反応し、窒化アルミニウムの層を形成する請求項６
２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して窒化ガリウム材料に関し、さらに詳細には歪み吸収層を含む窒化ガリウ
ム材料からなる構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム材料は窒化ガリウム（ＧａＮ）と、窒化ガリウムアルミニウム（ＡｌＧａ
Ｎ）、窒化ガリウムインジウム（ＩｎＧａＮ）、及び窒化ガリウムアルミニウムインジウ
ム（ＡｌＩｎＧａＮ）等のその合金を含む。これらの材料は、きわめて強力な電子遷移の
発生を可能にする相対的に幅広く直接的なバンドギャップを有する半導体化合物である。
このような電子遷移は、青色光を効率的に発する能力、高周波で信号を送信する能力等を
含む多くの魅力的な特性を有する窒化ガリウム材料を生じさせることができる。したがっ
て、窒化ガリウム材料は、トランジスタ、電界エミッタ、オプトエレクトロニック素子等
の多くのマイクロエレクトロニクス応用で幅広く調査されているところである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの応用例では、窒化ガリウム材料は基板上で生育される。しかしながら、窒化ガリ
ウム材料と基板間の特性の違いが多くの応用例に適した層を成長させる上での問題を引き
起こすことがある。例えば、窒化ガリウム（ＧａＮ）は、サファイア、炭化ケイ素、及び
ケイ素を含む多くの基板材料とは異なる熱膨張係数（つまり、熱膨張率）と格子定数とを
有する。熱膨張と格子定数のこの違いがミスフィット転位を含む欠陥の形成につながる可
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能性がある。ミスフィット転位は、転位が半導体材料領域に広がるときにそれらの領域の
上で劣化すること、素子性能に悪影響を及ぼすそれらの領域のエネルギーバンドの中での
電子状態の生成、及び他の種類の結晶欠陥（例えば、点欠陥、線欠陥、及び平面欠陥）の
形成を促進することを含む多くの悪影響を及ぼす可能性がある。これらの影響が素子性能
に悪影響を及ぼすことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、窒化ガリウム材料領域と、これと関連する方法だけではなく歪み吸収層も備
える構造を含む半導体構造を提供する。
　一実施形態では、半導体構造が提供される。前記構造は、上面を有するシリコン基板と
、前記基板の前記上面の大半を覆う非晶質窒化ケイ素からなる材料層を備える。窒化物か
らなる材料に覆われた層が窒化ケイ素からなる材料層の上に形成される。
【０００５】
　別の実施形態では、半導体構造が提供される。前記構造は、上面を含むシリコン基板と
、厚さが１００オングストローム未満であり、前記基板の前記上面の大部分を覆う窒化ケ
イ素からなる材料層とを備える。単結晶窒化物からなる材料に覆われた層が窒化ケイ素か
らなる材料層上に形成される。
【０００６】
　別の実施形態では、半導体構造が提供される。前記構造は、上面を含むシリコン基板と
、前記シリコン基板の実質的に上面全体を覆い、１００オングストローム未満の厚さを有
する非晶質窒化ケイ素からなる材料層とを備える。濃度が勾配している遷移層が非晶質窒
化ケイ素からなる材料層の上に形成される。窒化ガリウム材料領域は前記遷移層上に形成
される。
【０００７】
　別の実施形態では、半導体構造が提供される。前記構造は、半導体材料領域と、前記半
導体材料領域の上に形成される歪み吸収層とを備える。窒化物からなる材料層は歪み吸収
層の上にじかに形成され、窒化物からなる材料層におけるミスフィット転位密度は１ｃｍ
２あたり約1 ０１０欠陥未満である。
【０００８】
　別の実施形態では、半導体構造を形成する方法が提供される。前記方法は、反応室内で
シリコン基板を提供することと、反応室の中に窒素源を導入し、非晶質窒化ケイ素からな
る材料層を形成することとを備える。前記方法は、反応室の中に第２のソースを導入し、
窒化物からなる材料で覆われる層を窒化ケイ素からなる材料層の上に形成することをさら
に備える。
【０００９】
　本発明の他の態様、実施形態、及び特長は、添付図面に関連して検討されるときに本発
明の以下の詳細な説明から明らかになるであろう。添付図面は概略的であり、原寸に比例
して描かれることを目的としていない。図中、各同一の、あるいは多様な図の中に描かれ
ている実質的に類似した構成要素は単一の数表示または標記により表現される。明確にす
るために、あらゆる図であらゆる構成要素に付票が付けられているわけではない。当業者
が本発明を理解できるようにするために図解が必要ではない場合、本発明の各実施形態の
あらゆる構成要素が図示されているわけでもない。参照することにより本書に組み込まれ
ているすべての特許出願及び特許は、その全体として参照することにより組み込まれてい
る。不一致のある場合には、定義を含む本明細書が優先する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は、窒化ガリウム材料領域を含む半導体構造と、このような構造と関連する方法
とを提供する。半導体構造は、構造の中に形成される歪み吸収層を含む場合がある。歪み
吸収層は基板（例えばシリコン基板）と上部層の間に、あるいは構造の中の層間に形成さ
れてよい。さらに後述されるように、歪み吸収層が非常に薄く、非晶質構造を有し、窒化



(7) JP 2008-504715 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

ケイ素からなる材料から形成されることが好ましい場合がある。歪み吸収層は、他の優位
点の中で、他の上部層（例えば、窒化ガリウム材料領域）内での他の種類の欠陥の形成を
制限できる、上部層（例えば、窒化物からなる材料層）で形成されるミスフィット転位数
を削減できる。したがって、歪み吸収層が存在することにより、素子性能の改善につなが
る可能性のある窒化ガリウム材料領域の質を改善できる。
【００１１】
　図１は本発明の一実施形態による半導体構造１０を描いている。例示的な実施形態では
、半導体構造は、基板１４と上部層１５の間に形成される歪み吸収層１２を含む。図示さ
れているように、構造は上部層の上に形成される遷移層１６と、遷移層の上に形成される
窒化ガリウム材料領域１８とを含む。さらに後述されるように、歪み吸収層の組成、厚さ
及び結晶構造は、窒化ガリウム材料領域内の欠陥の形成を減少できる上部層でのミスフィ
ット転位数の削減に貢献できる。これにより窒化ガリウム材料領域の品質は向上し、素子
性能は改善する。本発明の半導体構造は、とりわけトランジスタ（例えばＦＥＴ）、ショ
ットキーダイオード、発光ダイオード、及びレーザダイオードを含む多くの半導体素子の
基本となってよい。
【００１２】
　層が別の層または基板の「上に」または「一面に」あると参照されるとき、それは層ま
たは基板の上にじかにある場合がある、あるいは介在する層が存在する可能性もある。別
の層または基板「上にじかに」ある層は、介在する層が存在していないことを意味する。
また、層が別の層または基板の「上に」または「一面に」あると参照されるときに、それ
が層または基板全体、あるいは層または基板の一部を覆うことがあることも理解されなけ
ればならない。
【００１３】
　歪み吸収層は（例えば、上部層１５が窒化物アルミニウムからなる材料または窒化ガリ
ウム材料から形成されているときに）基板の結晶構造と上部層１５の結晶構造の間の格子
差異のために発生する歪みを吸収するのに役立つ。歪み吸収層がない場合は、この歪みは
通常、基板との界面で上部層１５内でのミスフィット転位の生成により対処される。この
ようにして、応力に対処するための代替機構を提供することにより、歪み吸収層の存在は
ミスフィット転位の生成を削減できる。
【００１４】
　さらに、歪み吸収層は上部層及び／または窒素ガリウム材料領域の熱膨張率と比較した
場合の基板の熱膨張率の差異のために生じる歪みを吸収するのに役立つことがある。この
ような差異は上部層／基板界面でのミスフィット転位の形成、あるいは上部層及び／また
は窒化ガリウム材料領域のどちらかでのひび割れにつながる場合がある。さらに後述され
るように、遷移層１６はこの熱的に誘導される歪みを吸収するのにも役立つ。
【００１５】
　特定の好適実施形態では、歪み吸収層１２は窒化ケイ素からなる材料から形成される。
窒化ケイ素からなる材料は、非化学量論的な窒化ケイ素からなる化合物を含む、任意の窒
化ケイ素からなる化合物（例えば、とりわけＳｉＮ及び、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＣＮ等のＳｉ

ｘＮｙ）を含む。いくつかの実施形態では、ＳｉＮ歪み吸収層が好ましいことがある。窒
化ケイ素材料からなる歪み吸収層は、さらに後述されるようにシリコン基板上にじかに形
成されるときに特に好ましいことがある。
【００１６】
　窒化ケイ素からなる材料と関連する優位点のすべてがこれらの実施形態で達成されない
可能性があるが、歪み吸収層が本発明の他の実施形態による他の種類の材料から形成でき
ることも理解されなければならない。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、歪み吸収層が非晶質（つまり結晶ではない）結晶構造を有す
ることが好ましい。非晶質歪み吸収層は、歪みに対処し、したがってミスフィット転位の
生成を削減する上で特に有効である。
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【００１８】
　しかしながら、本発明の特定の実施形態では、歪み吸収層は単結晶構造または多結晶構
造を有してよいことが理解されるべきである。しかしながら、これらの場合、非晶質層に
関連する優位点のすべてが実現されない可能性がある。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、特に非晶質及び／または窒化ケイ素からなる材料から形成さ
れるとき、歪み吸収層が非常に薄いことが好ましい。非常に薄い歪み吸収層（例えば、窒
化ケイ素からなる歪み吸収層）が、ミスフィット転位の数を削減する上でも効果的である
一方で、基板とのエピタキシャル関係を有する上部層（複数の場合がある）の形成を可能
にできることが発見された。特定のケースでは（例えば、歪み吸収層が非晶質であるとき
）、歪み吸収層が、ミスフィット転位の生成を削減するために基板と上部層１５の間の格
子と熱膨張の差異と関連する十分な歪みに対処するほど十分に大きい厚さを有することが
望ましい。これらのケースでは、上部層が基板とエピタキシャル関係を有するように十分
に薄いことも望ましい場合がある。これは、高品質の単結晶窒化物ガリウム材料領域の形
成に有利であることがある。歪み吸収層が厚すぎると、上部層は基板とのエピタキシャル
関係をもって形成されない。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、歪み吸収層は、これらの実施形態では基板と上部層の間のエ
ピタキシャル関係を可能にする約１００オングストローム未満の厚さを有する。いくつか
の実施形態では、エピタキシャル関係を可能にするために歪み吸収層が約５０オングスト
ローム未満の厚さを有することも好ましい場合がある。
【００２１】
　さらに後述されるように、歪み吸収層は、これらの実施形態では歪み（例えば格子と熱
膨張の差異から生じる）に対処するのに十分であり、基板全体を覆う歪み吸収層を形成す
るのを容易にすることができる約１０オングストロームを超える厚さを有することがある
。他の実施形態では、歪み吸収層は歪みに十分に対処するために約２０オングストローム
を超える厚さを有してよい。
【００２２】
　歪み吸収層の適切な厚さの範囲は前述された範囲（例えば、約１０オングストロームよ
り大きく、約１００オングストローム未満、約１０オングストロームより大きく、約５０
オングストローム未満等）によって定められるそれらのすべてを含む。また、歪み吸収層
の厚さは約２０オングストロームと７０オングストロームの間であってもよい。
【００２３】
　歪み吸収層の適切な厚さは、他の要因の中で基板の組成、厚さ及び結晶構造だけではな
く、歪み吸収層の組成と結晶構造、上部層の組成、厚さ及び結晶構造も含む多くの要因に
依存してよいことが理解されなければならない。適切な厚さはミスフィット転位密度及び
他の要因（例えば、基板とのエピタキシャル関係を有する上部層を付着する能力等）に対
する厚さの影響を測ることによって決定されてよい。また、歪み吸収層が前記範囲外の厚
さ有することも考えられる。
【００２４】
　いくつかのケースでは、歪み吸収層の厚さは層全体で相対的に一様である。例えば、こ
れらのケースでは、歪み吸収層は２５パーセント未満、つまり歪み吸収層全体で１０パー
セント未満の厚さ一様性変動を有することがある。
【００２５】
　さらに後述されるように、いくつかの実施形態では、歪み吸収層はシリコン基板の上面
領域を窒化珪素化することによって形成されてよい。すなわち、基板の表面領域は歪み吸
収層を形成するためにケイ素から窒化ケイ素からなる材料に変換されてよい。ここで使用
されているように、このような歪み吸収層は「基板上に形成される」、「基板一面に形成
される」、「基板上にじかに形成される」として、及び「基板を覆う」として参照されて
よい。このような段階は基板の上面で別個の層を付着する（例えば、別個の窒素源とケイ
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素源を使用する）ことによって形成され、基板の表面領域を変換することによって形成さ
れない歪み吸収層も指す。
【００２６】
　例示的な実施形態では、歪み吸収層が実質的に基板の上面全体を覆う。この配置は上部
層におけるミスフィット転位の数を最小限に抑えるために好ましいことがある。他の実施
形態では、歪み吸収層は基板の上面の大部分（例えば、上面面積の５０パーセントより多
い、あるいは７５パーセントより多い）を覆ってよい。
【００２７】
　また、例示的な実施形態では、歪み吸収層１２が基板と上部層の間の領域全体で形成さ
れる。つまり、歪み吸収層は、歪み吸収層がじかに基板上にあり、上部層が歪み吸収層上
にじかにあるすべての点で基板と上部層を分離する。この配置は、上部層におけるミスフ
ィット転位の数を最小限に抑えるために好ましい場合がある。他の実施形態では、歪み吸
収層は基板と上部層の間の領域の大部分（例えば、５０パーセントより多い、または７５
パーセントより多い）全体で形成されてよい。歪み吸収層が基板と上部層の間の領域全体
（あるいは、少なくとも領域の大部分）に存在しない場合には、歪み吸収層に関連する前
記留意された優位点は実現されない可能性がある。
【００２８】
　歪み吸収層が本発明において基板（及び上部層と基板の間の領域）を覆う範囲は、シリ
コン基板と上部層の間に不連続の窒化ケイ素層が（いくつかのケースでは不注意に）形成
される従来の技術の特定の技法から区別されてよい。
【００２９】
　他の実施形態では、歪み吸収層が２つの異なる層（例えば、図３の実施形態）の間等、
他の場所に配置されてよいことが理解されなければならない。これらの実施形態では、歪
み吸収層は、歪み吸収層の上にある層におけるミスフィット転位の形成を削減できる。
【００３０】
　前記に留意されたように、有利なことに歪み吸収層の存在は、上部層の中で（例えば、
歪み吸収層と上部層の間の界面で、あるいは非常に近くで）非常に低いミスフィット転位
密度を生じさせる。ミスフィット転位は、通常、材料の原子構造における相違のための非
干渉性の結果、２つの材料間の界面で（または非常に近くで）形成される。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態では、上部層におけるミスフィット転位密度は１ｃｍ２あ
たり約１０１０欠陥未満である。そして、他の実施形態では、１ｃｍ２あたり約１０８欠
陥未満である。例えば、１ｃｍ２あたり約１０５欠陥未満の上部層におけるなおさらに低
いミスフィット転位密度が達成されてよい。いくつかのケースでは、ミスフィット転位の
存在は容易に検出可能でない可能性があり、つまり通常、ミスフィット転位密度は１ｃｍ
２あたり約１０２欠陥未満であることを意味する。特定のミスフィット転位密度は、他の
要因の中でも、基板の組成、厚さ及び結晶構造だけではなく、部分的には、歪み吸収層の
厚さ、組成及び結晶構造、上部層の組成、厚さ、及び結晶構造等の要因にも依存している
。
【００３２】
　前述されたミスフィット転位密度範囲が、歪み吸収層との界面での、あるいは界面に非
常に近くの（例えば、２０ｎｍ）上部層で見つけられてよく、上部層中の他の領域でも見
つけられてよいことが理解されなければならない。
【００３３】
　ミスフィット転位密度は、公知の技法を使用して測定されてよい。技法は、通常、代表
領域一面でのミスフィット転位の存在を判断するために高い倍率を使用する、サンプル（
例えば、界面）の原子構造の検査を必要とする。例えば、高解像度透過電子顕微鏡（ＴＥ
Ｍ）が使用されてよい。１つの適切な技法は、高解像度ＴＥＭ画像を使用して代表領域一
面で転位数をカウントすることを必要とする。ミスフィット転位密度は、転位数を面積で
除算することにより計算される。通常、ミスフィット転位密度は１ｃｍ２あたりの欠陥と
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いう単位で表される。
【００３４】
　本発明の構造の特定の実施形態では、上部層が前記に留意された範囲より高いミスフィ
ット転位密度を有する可能性があることが理解されなければならない。
　本発明の上部層で達成可能な非常に低いミスフィット転位密度は、さらに後述されるよ
うに、窒化ガリウム材料領域内の欠陥を削減することを含む多くの優位点につながる可能
性がある。
【００３５】
　構造１０が、窒化物からなる材料から形成される上部層１５を含むことが好ましいこと
がある。適切な窒化物からなる材料は、窒化アルミニウムからなる材料（例えば、窒化ア
ルミニウム、窒化アルミニウム合金）、及び窒化ガリウムからなる材料（例えば窒化ガリ
ウム、窒化ガリウム合金）を含むが、これらに限定されない。いくつかのケースでは、上
部層は一定の組成を有する。他のケースでは、さらに後述されるように、上部層に濃度勾
配があることもある。適切な濃度勾配層はさらに後述され、参照することにより本書に組
み込まれている、２０００年１２月１４日に出願された「窒化ガリウム材料及び方法」と
題される公有されている米国特許番号第６，６４９，２８７号に説明されている。
【００３６】
　上部層が単結晶構造を有するのが好ましい場合がある。前記に留意されたように、いく
つかの実施形態では、歪み吸収層の厚さは、上部層が基板とのエピタキシャル関係を有す
るように制御される。上部層が単結晶構造を有することは、それが単結晶高品質窒化ガリ
ウム材料領域の形成を助長するため有利である可能性がある。いくつかの実施形態では、
上部層は基板と異なる結晶構造を有する。単結晶上部層に関連する優位点のすべては達成
されない可能性があるが、上部層が単結晶構造を有さず、非晶質または多結晶であってよ
いことも理解されなければならない。
【００３７】
　上部層は任意の適切な厚さを有してよい。例えば、他の厚さも考えられるが、上部層は
約１０ナノメートルと５ミクロンの間であってよい。
　例示的な実施形態では、遷移層１６が上部層の上にじかに形成されている。上部層が一
定の組成を有するとき等、特定の実施形態では、遷移層が濃度が勾配している材料（例え
ば、濃度勾配がある窒化物からなる材料）から形成されていることが好ましいことがある
。適切に濃度勾配している層は、前記に参照することにより組み込まれている公有されて
いる米国特許第６，６４９，２８７号に説明されている。濃度勾配している遷移層は少な
くとも層の一部全体で変化する組成を有する。濃度勾配している遷移層は、窒化物ガリウ
ム材料と基板（例えばシリコン）間の熱膨張率における差異から生じる熱応力を引き下げ
ることによって遷移層上に形成されている窒化ガリウム材料領域でのひび割れの形成を削
減する上で特に効果的である。
【００３８】
　実施形態の内の１つのセットに従って、遷移層は濃度に勾配があり、ＡｌｘＩｎｙＧａ

（１－ｘ－ｙ）Ｎ、ＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎ、及びＩｎｙＧａ（１－ｙ）Ｎ等の窒化ガリ
ウムの合金から形成されている。これらの実施形態では、合金の元素（例えばＧａ、Ａｌ
、Ｉｎ）の少なくとも１つの濃度が遷移層の厚さの少なくとも一部全体で変化する。遷移
層１６がＡｌｘＩｎｙＧａ（１－ｘ－ｙ）Ｎ組成を有するとき、ｘ及び／またはｙは変化
してよい。遷移層がＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎ組成を有するとき、ｘは変化してよい。遷移
層がＩｎｙＧａ（１－ｙ）Ｎ組成を有するとき、ｙは変化してよい。
【００３９】
　特定の好適実施形態では、遷移層に濃度勾配があり、前面での高いガリウム濃度に対し
て、背面で低いガリウム濃度を有することが望ましい。このような遷移層が窒化ガリウム
材料領域１８内で内部応力を緩和する際に特に効果的であることが判明している。例えば
、遷移層はＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎという組成を有してよく、ｘは遷移層の背面から前面
に減少する（例えば、ｘは遷移層の背面で１という値から、遷移層の前面での０という値
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に減少する）。
【００４０】
　一つの好適実施形態では、構造１０は窒化アルミニウム上部層１５と濃度勾配している
遷移層１６とを含む。濃度勾配している遷移層はＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎという組成を有
してよく、この場合ｘは遷移層の背面での１という値から遷移層の前面での０という値に
変化している。例えば、遷移層の組成は不連続的に（例えば段階的に）または連続的に変
化してよい。１つの不連続な濃度勾配は、窒化ガリウム材料領域に向かう方向で進行する
ＡＩＮ、Ａｌ０．６Ｇａ０．４Ｎ及びＡｌ０．３Ｇａ０．７Ｎのステップを含んでよい。
【００４１】
　他のケースでは、遷移層１６は一定の組成を有してよく、濃度に勾配がない場合がある
（例えば、上部層が組成が徐々に変化しているとき）ことが理解されなければならない。
図２に示されているように、本発明のいくつかの実施形態では、上部層と窒化ガリウム材
料領域の間に別個の遷移層は存在していないことも理解されなければならない。図２の例
示的な実施形態では、構造２０は歪み吸収層１２の上部にじかに形成されている上部層１
５と、上部層の上にじかに形成されている窒化ガリウム材料領域１８とを含んでいる。こ
の実施形態では、上部層が前述されたように濃度勾配していることが好ましいことがある
。
【００４２】
　上部層及び／または遷移層は、通常（必ずしも常にではないが）素子の活性領域の一部
ではない。前述されたように、上部層及び／または遷移層は窒化ガリウム材料領域１８の
付着を容易にするために形成されてよい。しかしながら、いくつかのケースでは、上部層
及び／または遷移層は素子の動作中に半導体構造の活性領域から熱を取り除くのに役立つ
熱拡散層として機能することを含む他の機能を有してよい。例えば、熱拡散層として機能
するこのような遷移層は、参照することにより本書に組み込まれている２００１年２月２
３日に出願された「熱伝導性領域を含む窒化ガリウム材料」と題する公有されている同時
係属米国特許出願連続番号第０９／７９２，４０９号に説明されている。
【００４３】
　素子の活性化領域は窒化ガリウム材料領域１８内に形成されてよい。窒化ガリウム材料
領域１８は少なくとも１つの窒化ガリウム材料層を備える。ここに使用されているように
、句「窒化ガリウム材料」は、とりわけ窒化ガリウム（ＧａＮ）、及び窒化ガリウムアル
ミニウム（ＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎ）、窒化ガリウムインジウム（ＩｎｙＧａ（１－ｙ）

Ｎ）、窒化ガリウムアルミニウムインジウム（ＡｌｘＩｎｙＧａ（１－ｘ－ｙ）Ｎ）、ヒ
化ガリウムｐｈｏｓｐｏｒｉｄｅ窒化物（ＧａＡｓa Ｐｂ－Ｎ（１ａ－ｂ））、ヒ化ガリ
ウムアルミニウムインジウムｐｈｏｓｐｏｒｉｄｅ窒化物（ＡｌｘＩｎｙＧａ（１－ｘ－

ｙ）Ａｓa ＰｂＮ（１－ａ－ｂ））等のその合金のどれかを指す。通常、存在するとき、
ヒ素及び／またはリンは低濃度（つまり５重量パーセント未満）である。特定の好適実施
形態では、窒化ガリウム材料は高濃度のガリウムを有し、アルミニウム及び／またはイン
ジウムの量はほとんどまたはまったく含まない。高ガリウム濃度の実施形態では、（ｘ＋
ｙ）の和は０．４未満、０．２未満、０．１未満またはなおさらに少なくてよい。いくつ
かのケースでは、窒化ガリウム材料層がＧａＮ（つまり、ｘ＋ｙ＝０）の組成を有するこ
とが好ましい。窒化ガリウム材料はｎ型またはｐ型にドーピングされてよい、あるいは内
在してよい。適切な窒化ガリウム材料は、前記に参照することにより組み込まれている米
国特許第６，６４９，２８７号に説明されている。
【００４４】
　いくつかのケースでは、窒化ガリウム材料領域１８はただ１つの窒化ガリウム材料層だ
けを含んでいる。他のケースでは、窒化ガリウム材料領域１８が複数の窒化ガリウム材料
層を含む。例えば、窒化ガリウム材料領域は図４に示されているように複数の層（例えば
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）を含んでよい。特定の実施形態では、層１８ｂの窒化ガリウム
材料が層１８ａの窒化ガリウム材料のアルミニウム濃度より高いアルミニウム濃度を有す
ることが好ましい場合がある。（前述された窒化ガリウム材料のどれかに関して）層１８
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ｂの窒化ガリウム材料におけるｘという値は０．０５と、層１８ａの窒化ガリウム材料に
おけるｘの値より大きい１．０の間、あるいは０．０５と、層１８ａの窒化ガリウム材料
におけるｘの値より大きい０．５の間の値を有してよい。層１８ａはＧａＮから形成され
ているが、例えば、層１８ｂはＡｌ０．２６Ｇａ０．７４Ｎから形成されてよい。アルミ
ニウム濃度のこの差異が層１８ａ、１８ｂ（つまり２次元電子ガス領域）の界面で高度に
伝導性の領域の形成につながることがある。例示的な実施形態では、層１８ｃはＧａＮか
ら形成されてよい。
【００４５】
　適切な窒化ガリウム材料層配置は、例えば、参照することにより本書に組み込まれてい
る２００３年１２月１７日出願された「電極形成層を含む窒化ガリウム材料素子及び同を
形成する方法（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｎｉｔｒｉｄｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ－Ｄｅｆｉｎｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ　ａｎ
ｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ）」と題される公有され
ている同時係属中の米国特許出願、出願番号第１０／７４０，３７６号に説明されてきた
。
【００４６】
　窒化ガリウム材料領域は、他のＩＩＩ－Ｖ化合物または合金、酸化物層、及び金属層等
の窒化ガリウム材料組成１８を有さない１つまたは複数の層も含んでよい。
　窒化ガリウム材料領域１８は、その中での素子の形成を可能にするほど十分に高品質で
ある。前記に留意されたように、歪み吸収層の存在は、窒化ガリウム材料領域における欠
陥の形成を削減できる上部層におけるミスフィット転位密度を削減してよい。例えば、点
欠陥、線欠陥、及び平面欠陥の生成が削減されてよい。窒化ガリウム材料領域における欠
陥生成を制限することにより、素子性能は改善できる。低いミスフィット転位密度も、デ
バイス性能に悪影響も及ぼす窒化ガリウム材料領域のエネルギーバンド内での電子状態の
生成を制限できる。
【００４７】
　好ましくは、窒化ガリウム材料領域１８は、低いひび割れレベルも有する。前述された
ように、遷移層（特に濃度勾配しているとき）及び／または上部層がひび割れ形成を削減
してよい。低ひび割れレベルを有する窒化ガリウム材料は、前記に参照することにより組
み込まれている米国特許第６，６４９，２８７号に説明されている。いくつかのケースで
は、窒化ガリウム材料領域は０．００５μｍ／μｍ２未満というひび割れレベルを有する
。いくつかのケースでは、窒化ガリウム材料領域は０．００１μｍ／μｍ２未満という非
常に低いひび割れレベルを有する。特定のケースでは、窒化ガリウム材料領域が、０．０
００１μｍ／μｍ２未満というひび割れレベルによって定められるように実質的にはひび
割れがないことが好ましいことがある。
【００４８】
　特定のケースでは、窒化ガリウム材料領域１８は、単一の結晶（つまり単結晶）構造を
有する１つの層（または複数の層）を含む。いくつかのケースでは、窒化ガリウム材料領
域は、ウルツ（Ｗｕｒｔｚｉｔｅ）（六角形）構造を有する１つまたは複数の層を含む。
【００４９】
　窒化ガリウム材料領域１８の厚さ及び異なる層の数は、特定の素子の要件によって少な
くとも部分的に支配される。最小限では、窒化ガリウム材料領域の厚さは所望される構造
または素子の形成を可能にするために十分である。窒化ガリウム材料領域は、通常、必ず
しもではないが０．１ミクロンより大きい厚さを有する。他のケースでは、窒化ガリウム
材料領域１８は０．５ミクロンより大きい、２．０ミクロンより大きい、あるいは５．０
ミクロンよりも大きい厚さを有する。
【００５０】
　前述されたように、特定の好適実施形態では、基板１４はシリコン基板である。ここに
使用されているように、シリコン基板は、シリコン表面を含む任意の基板を指す。適切な
シリコン基板の例は、とりわけケイ素（例えば、バルクシリコンウェハ）、シリコンオン
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インシュレータ( ＳＯＩ) 基板、サファイア上シリコン（ＳＯＳ）基板、及びＳＩＭＯＸ
基板から完全に構成されている基板を含む。適切なシリコン基板は、ダイヤモンド、ＡＩ
Ｎ、または他の多結晶材料に結合されるシリコンウェハを有する基板も含む。単一結晶シ
リコン基板が好ましいが、さまざまな結晶方位を有するシリコン基板が使用されてよい。
いくつかのケースでは、シリコン（１１１）基板が好ましい。他のケースでは、シリコン
（１００）基板が好ましい。
【００５１】
　サファイア、炭化ケイ素、リン化インジウム、シリコンゲルマニウム、ヒ化ガリウム、
窒化ガリウム、窒化アルミニウム、または他のＩＩＩ－Ｖ化合物基板を含む、他の種類の
基板も使用されてよいことが理解されなければならない。しかしながら、シリコン基板を
使用しない実施形態では、シリコン基板と関連する優位点のすべては達成されない可能性
がある。いくつかの実施形態では、シリコン、サファイア、炭化ケイ素、リン化インジウ
ム、シリコンゲルマニウム及びヒ化ガリウム等の非窒化物材料からなる基板を使用するこ
とが好ましい場合がある。
【００５２】
　基板１４は適切な寸法を有してよく、その特定の寸法は用途により決定される。適切な
寸法は約２インチ（５０ｍｍ）、４インチ（１００ｍｍ）、６インチ（１５０ｍｍ）、及
び８インチ（２００ｍｍ）を含むが、これらに限定されない。有利なことに、歪み吸収層
は、種々の厚さ一面で基板（例えばシリコン基板）上に高品質の窒化ガリウム材料領域を
形成するために使用されてよい。いくつかのケースでは、基板は約１２５ミクロンより大
きい（例えば約１２５ミクロンと約８００ミクロンの間、または約４００ミクロンと８０
０ミクロンの間）等の相対的に厚いことが好ましい場合がある。相対的に厚い基板は取得
、処理が容易であり、いくつかのケースではより薄い基板で発生することがある曲げに抵
抗できる。他の実施形態では、これらの実施形態はより厚い基板と関連する利点を有する
のではなく、処理を促進する及び／または処理ステップの数を削減することを含む他の優
位点を有する場合があるが、より薄い基板（例えば、１２５ミクロン未満）が使用される
。いくつかのプロセスでは、基板は当初相対的に厚く（例えば、約２００ミクロンと８０
０ミクロンの間）、次に後の処理ステップの間に（例えば１５０ミクロン未満に）薄くさ
れる。
【００５３】
　いくつかの好適実施形態では、基板は最終的な素子または構造において実質的には平面
的である。実質的に平面的な基板は織り目加工されている、及び／または（例えば米国特
許番号第６，２６５，２８９号においてのように）その中にトレンチが形成されている基
板と区別されてよい。図示されるように、素子の層／領域（例えば、歪み吸収層、上部層
、遷移層、窒化ガリウム材料領域）は最終的な素子または構造において実質的に平面的で
あってもよい。さらに後述されるように、このような層／領域は垂直な（例えば、非横方
向の）成長プロセスで育成してよい。平面的な基板及び層／領域は例えば処理を簡略化す
るためにいくつかの実施形態では有利である場合がある。本発明のいくつかの実施形態で
は、横方向の生育のプロセスはさらに後述されるように使用されてよいことが理解されな
ければならない。
【００５４】
　図３は、本発明の別の実施形態による半導体構造２２を描く。この実施形態では、歪み
吸収層１２は構造の中の層の間に形成されており、基板上にじかに形成されていない。例
えば、歪み吸収層は下部層２４と上部層１５の間に形成されてよい。この実施形態では、
歪み吸収層は、図１の実施形態に関連して前述されたように上部層１５におけるミスフィ
ット転位の形成を削減できる。
【００５５】
　下部層２４は、種々の半導体材料から形成されてよい。いくつかの実施形態では下部層
は窒化物からなる材料から形成されている。適切な窒化物からなる材料は、窒化アルミニ
ウムからなる材料（例えば、窒化アルミニウム、窒化アルミニウム合金）と窒化ガリウム
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材料を含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、下部層が上部層とは異
なる組成を有することが好ましい場合がある。下部層は上部層とは異なる結晶構造も有し
てよい。
【００５６】
　他の実施形態では、下部層は非窒化物からなる材料から形成されてよい。
　図１から図３に描かれている半導体構造は種々の半導体素子の基本となってよい。適切
な素子は、ＬＥＤとレーザダイオードを含む発光素子だけではなくトランジスタ（例えば
ＦＥＴ）を含むが、これらに限定されない。素子は、通常、少なくとも部分的に窒化物ガ
リウム材料領域の中にある活性領域を有する。また、素子は種々の他の機能層及び／また
は特長（例えば電極）も含む。
【００５７】
　歪み吸収層は、前記に参照することにより組み込まれている公有されている同時係属中
の米国特許出願、出願番号第１０／７４０，３７６号に説明されている構造及び素子に含
まれてよい。例えば、図４は、素子３０が歪み吸収層１２を含むという点を除き、米国特
許出願、出願番号第１０／７４０，３７６号に説明されているＦＥＴ素子に類似している
本発明の一実施形態によるＦＥＴ素子３０を概略で描いている。素子３０は、ソース電極
３４と、ドレイン電極３６と、（第１の層１８ｂと第２の層１８ａを含む）窒化ガリウム
材料領域１８上に形成されるゲート電極３８とを含む。前記素子は、図示されているよう
に、窒化ガリウム材料領域の表面を保護し、不動態化する不動態化層である電極形成層４
０も含む。ゲート電極が部分的に形成される電極形成層の中にバイア穴４２が形成されて
いる。歪み吸収層１２は基板上にじかに形成され、上部層１５は歪み吸収層上にじかに形
成される。いくつかの実施形態では、上部層は濃度勾配している。いくつかの実施形態で
は、上部層は一定の組成（例えば、窒化アルミニウムまたは窒化アルミニウム合金）を有
してよく、濃度勾配がある遷移層は歪み吸収層上に形成される。
【００５８】
　歪み吸収層は、前記に参照することにより本書に組み込まれている米国特許第６，６４
９，２８７号に説明されている構造及び素子にも含まれてよい。
　歪み吸収層は、参照することにより本書に組み込まれている「裏面バイア穴を含む窒化
ガリウム材料素子及び方法（Ｇａｌｌｉｕｍ  Ｎｉｔｒｉｄｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ  Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｂａｃｋｓｉｄｅ　
Ｖｉａｓ）」と題される公有されている米国特許番号第６，６１１，００２号に説明され
ている構造及び素子にも含まれてよい。
【００５９】
　歪み吸収層を使用する他の構造及び素子が、本書に特に説明されていない構造及び素子
を含む本発明の範囲内にあってよいことが理解されなければならない。他の構造は、他の
違いの中で、他の層及び／または特長を含んでよい。
【００６０】
　半導体構造１０は、公知の半導体処理技法を使用して製造されてよい。歪み吸収層が窒
化ケイ素からなる材料（例えば、非晶質ＳｉＮ）である実施形態では、歪み吸収層は、前
記に留意されたようにシリコン基板の上面をｎｉｔｒｉｄａｔｉｎｇすることにより形成
されてよい。窒化物形成プロセスでは、窒素はシリコン基板の上面領域と反応し、窒化ケ
イ素からなる層を形成する。前記上面は高温で窒素のガス状のソースにシリコン基板を暴
露することによりｎｉｔｒｉｄａｔｅｄされてよい。例えば、アンモニアが、シリコン基
板が配置される反応室の中に入れられてよい。反応室内の温度は約１０００℃と約１１０
０℃の間であってよく、圧力は約２０トールと約４０トール（約３０トールである場合も
ある）の間であってよい。窒素とシリコン基板間の反応が、所望される厚さを有する層を
生成するために選択された反応時間の間進行できる。
【００６１】
　他のプロセスが、別々の窒素源とシリコンソースを使用するプロセス（例えばＣＶＤプ
ロセス）を含む窒化ケイ素からなる歪み吸収層を形成するために使用されてよいことが理
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解されなければならない。また、歪み吸収層が別の種類の材料（非窒化ケイ素からなる材
料）から形成されるとき、技術で公知の他の付着プロセスが使用される。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、歪み吸収層は構造の上部層（及び場合によっては以後の層）
と現場形成されてよい。すなわち、歪み吸収層は上部層（及び場合によっては以後の層）
と同じ付着ステップの間に形成されてよい。前述されたように窒素源（例えば、アンモニ
ア）を反応室の中に導入することにより窒化ケイ素からなる材料の歪み吸収層を生育する
プロセスでは、窒素源の後の選択された時間遅延後に第２のソースガスが室内に導入され
てよい。第２のソースは窒素源と反応し、上部層を形成し、したがって歪み吸収層の生育
を終了する。例えば、上部層が窒化アルミニウムから形成されるとき、アルミニウム源（
例えば、トリメチルアルミニウム）が窒素源（例えば、アンモニア）の後の選択された時
間に室内に導入される。時間遅延は、歪み吸収層が所望される厚さまで生育するように選
択される。第２のソース（例えば、アルミニウム源）と窒素源の間の反応は、上部層を生
成するために十分な時間進行できる。上部層が単結晶構造を有するとき、反応条件は適切
に選択される。例えば、反応温度は約１０００℃と約１１００℃の間等、７００℃より高
くてよい。いくつかのケースでは、約５００℃と約６００℃の間の温度を含むより低い生
育温度が使用されてよい。
歪み吸収層を上部層と以後の層以外の別のプロセスで形成してよいことが理解されなけれ
ばならない。例えば、歪み吸収層を第一のプロセスで基板上に形成してよい。それから後
に、上部層を第二のプロセスで歪み吸収層上に形成してよい。
【００６３】
　前述されたプロセスでは、上部層は垂直生育プロセスで生育される。すなわち上部層は
歪み吸収層に関して垂直方向で生育される。低いミスフィット転位密度を有する歪み吸収
層を垂直に生育する能力は、より複雑である可能性のある横方向の生育プロセスに比較す
ると有利である場合がある。
【００６４】
　遷移層１６と窒化ガリウム材料領域１８は、上部層と歪み吸収層と同じ付着ステップで
生育されてもよい。このようなプロセスでは、適切なソースが適切なときに反応室の中に
導入される。濃度勾配がある遷移層と窒化ガリウム材料領域をシリコン基板一面に形成す
るための適切なＭＯＣＶＤプロセスは、前記に参照することにより組み込まれている米国
特許番号第６，６４９，２８７号に説明されている。窒化ガリウム材料領域１８が異なる
層を有するとき、いくつかのケースでは、領域全体１８を形成するために単一の付着ステ
ップを使用することが好ましい。単一の付着ステップを使用するとき、処理パラメータは
さまざまな層を形成するために適切なときに適切に変更されてよい。
【００６５】
　遷移層と窒化ガリウム材料領域が、歪み吸収層と上部層とは別に生育されてよいことも
理解されなければならない。窒化ガリウム材料領域と遷移層は垂直な成長プロセスで成育
してよい。これらの領域は、下部層に関して垂直方向で生育される。低いミスフィット転
位密度を有する窒化ガリウム材料領域を垂直に生育する能力は、より複雑である可能性の
ある横方向の生育プロセスに比較すると有利である場合がある。
【００６６】
　しかしながら、本発明他の実施形態（不図示）では、マスク開口部を通して下部窒化ガ
リウム層を生育することを必要とする側面方向エピタキシャル過成長（ＬＥＯ）技法を使
用して窒化ガリウム材料領域１８の少なくとも一部を生育してから、マスク一面で側面方
向に、例えば米国特許番号第６，０５１，８４９号に説明されているように、窒化ガリウ
ム材料領域を形成することが可能である。
【００６７】
　本発明の他の実施形態（不図示）では、例えば米国特許番号第６，２６５，２８９号に
説明されているように、隣接する側壁からの成長が融合し、窒化ガリウム材料領域を形成
するまで窒化ガリウム材料柱（ｐｏｓｔ）の側壁をトレンチの中に生育することを必要と
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するｐｅｎｄｅｏｅｐｉｔａｘｉａｌ技法を使用して窒化ガリウム材料領域１８を生育す
ることが可能である。これらの側面成長技法では、欠点密度が非常に低い窒化ガリウム材
料領域が達成できる。例えば、窒化ガリウム材料領域の少なくとも一部は、１ｃｍ２あた
り約１０５欠陥未満という欠陥密度を有してよい。
【００６８】
　前記に参照することにより組み込まれている公有されている同時係属中の米国特許出願
、出願番号第１０／７４０，３７６号は、図４の実施形態に示されている他の層及び特長
を成育するために使用される技法をさらに説明する。
【００６９】
　当業者に公知であるように本発明の構造及び素子を形成するために他のプロセスが使用
されてよいことも理解されるべきである。
　以下の例は、例示的であることを意味し、制限的ではない。
例１
　本例は、本発明の一実施形態によるシリコン基板上に窒化ケイ素からなる材料の歪み吸
収層の形成を描いている。
【００７０】
　１００ｍｍのシリコン基板が反応室に設置された。アンモニアガスが窒素源として室内
に導入された。温度は１０３０℃で、圧力は約３０トールで維持された。非晶質窒化ケイ
素（ＳｉＮ）の層が形成された。
【００７１】
　アンモニアの導入から約６秒後、ＴＭＡがアルミニウム源として室内に導入された。温
度と圧力はそれぞれ１０３０℃と約３０トールで維持された。成長は３０分間進んだ。
　図５から図７は、結果として生じる構造を描く顕微鏡写真画像のコピーである。図５は
ＳＴＥＭ（走査型透過電子顕微鏡）画像のコピーである。図６と図７は高解像度ＴＥＭ画
像のコピーである。画像は単結晶窒化アルミニウム層と単結晶シリコン基板の間に形成さ
れた非晶質窒化ケイ素の歪み吸収層の存在を示している。特に、高解像度ＴＥＭ画像は結
果として生じる層と基板の結晶構造を示している。画像は、窒化ケイ素層の結晶構造が非
晶質であり、シリコン基板の結晶構造が立方体であり、窒化アルミニウムの結晶構造が六
角形であることを示している。窒化アルミニウム層は基板とのエピタキシャル関係を有し
ている。
【００７２】
　画像は、非晶質窒化ケイ素の歪み吸収層と窒化アルミニウム層の界面に（または近くに
）ミスフィット転位がないことも示している。
　この例は、本発明の歪み吸収層がミスフィット転位密度を制限するために使用できるこ
とを立証している。
比較例
　本例は、本発明の歪み吸収層がない場合にシリコン基板上にじかに形成される窒化アル
ミニウム層においてミスフィット転位が存在することを描いている。
【００７３】
　図８は、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．８３（５）、８６０（２００３年）、
Ｒ．Ｌｉｕらに公表された画像のコピーである。画像は、記事に説明された手順の後に、
窒化ケイ素の歪み吸収層が存在しない場合にシリコン基板上にじかに形成される窒化アル
ミニウム層を描く。ミスフィット転位は、「┴」で示されている。界面コヒーレンスは、
｛１１１｝Ｓｉ格子面と｛１－１００｝ＡＩＮ格子面をつなぐ太い線によって示されてい
る。
【００７４】
　本発明の少なくとも１つの実施形態の複数の態様をこのように説明したので、多様な改
変、変型及び改善が容易に当業者に思い浮かぶことが理解されるべきである。このような
改変、変型及び改善はこの開示の一部であることが目的とされ、本発明の精神及び範囲内
にあることが目的とされる。したがって、前記説明及び図面は例証としてのみである。
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【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の一実施形態による歪み吸収層を含む窒化ガリウム材料からなる半導体構
造を示す断面図。
【図２】本発明の別の実施形態による歪み吸収層を含む窒化ガリウム材料からなる半導体
構造を示す断面図。
【図３】本発明の別の実施形態による構造の中の層間に形成される歪み吸収層を含む窒化
ガリウム材料からなる半導体構造を示す断面図。
【図４】本発明の別の実施形態による歪み吸収層を含むＦＥＴ素子の概略を示す断面図。
【図５】例１に説明されているように窒化アルミニウム層とシリコン基板の間の窒化ケイ
素歪み吸収層の存在を描くＴＥＭ（走査型透過電子顕微鏡）画像。
【図６】例1 に説明されているように窒化アルミニウム層とシリコン基板の間の窒化ケイ
素歪み吸収層の存在を描く高解像度ＴＥＭ画像。
【図７】例1 に説明されているように窒化アルミニウム層とシリコン基板の間の窒化ケイ
素歪み吸収層の存在を描く高解像度ＴＥＭ画像。
【図８】比較例に説明されているように窒化ケイ素歪み吸収層が存在しない窒化アルミニ
ウム層とシリコン基板の界面を描くＡｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）８３（５）
、８６０（２００３年）、Ｒ．Ｌｉｕらで発表された画像。

【図１】 【図２】
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